
賃貸借契約約款により対応いたします。

別途協議します。



リース満了後新設建物の解体に関しては別途で
す。設計書内訳は新設にあたり既存物等の解体撤
去処分を記載しています。

ご質問について、その通りです。

積算上は自由処分です。施工時、別途協議します。


